
講　師　水島　朝穂 氏 （早稲田大学 法学学術院 教授）

【申込方法】　裏面をご参照ください。
なお、会場の定員を超え、申込みを受け付けることができない場合のみ、
個別に連絡を差しあげます。

主催：大阪弁護士会　共催：日本弁護士連合会（予定）

場所：大阪弁護士会館2階201～204会議室
　　及びZoomウェビナー

※新型コロナウイルスの感染状況により変更する可能性がございます。

参加費無料　 事前申込制
（開場17:30）

202212.12月18：00～20：00

定員　会 場：400名
　　　WEB：1000名

手話通訳・要約筆記をご利用の方は11/29（火）までにお申込みください。

憲法改正問題に取り組む全国アクションプログラム（予定）

憲法市民講座

今そこにある危機
ウクライナ・台湾情勢と
憲法９条

　ロシアによるウクライナ侵攻と長引く戦闘状態、台湾情勢を巡る米中対立など日本を巡る
安全保障環境は近年大きく変化してきています。台湾を巡る万一の中台・米中の軍事衝突は、
沖縄・西南諸島など我が国にも重大な影響を及ぼす可能性があり、まさに“今そこにある危機”
といえます。このような情勢を受けて、軍事強化・改憲の必要性が一部で強調されています。
　紛争の平和的解決のために何が必要となるのか？私たちは何を考え、選択し、行動するべき
なのか。憲法９条の持つ規範の意義を踏まえながら、自衛隊の機能と役割、さらには安保法制
のもと、集団的自衛権行使に踏み込む事の意味合いをリアルに考えたいと思います。

申込期限12月７日水

－試練に立つ平和主義と私たちの選択－
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・京阪中之島線「なにわ橋駅」下車 出口1から徒歩約5分
・地下鉄・京阪本線「淀屋橋駅」下車 1号出口から徒歩約10分
・地下鉄・京阪本線「北浜駅」下車 26号階段から徒歩約7分
・JR東西線「北新地駅」下車 徒歩約15分 

大阪弁護士会司法課（憲法問題特別委員会担当事務局）TEL.06-6364-1681
※平日 午前9時～午後5時（正午～午後0時45分を除く）問い合わせ先

お申込み方法
会場（大阪弁護士会館）参加、WEB（Zoomウェビナー）参加いずれの場合も
下記URLまたは、QRコードより事前にお申し込みください。

場所：大阪弁護士会館2階201～204会議室
　　　及びZoomウェビナー
定員　会場：400名/WEB：1000名

申込期限12月７日水

［Zoomウェビナー］

［大阪弁護士会館］
https://www.osakaben.or.jp/web/entry/form.php?id=id_6360e3d48c97b

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_s9vKquV3Qk-64sgbNv_pug
※事前にお申込みいただけていない場合は、本イベントにご参加いただけません。
※定員に達し次第、申込を締め切らせていただきます。
※会場の定員を超え、申込みを受け付けることができない場合のみ、個別に連絡を差し
　あげます。
※手話通訳、要約筆記をご利用の方は11/29（火）までに上記URLの申込フォームより
　ご連絡ください。
※WEB参加の方は開催前日までに、申込時に入力いただいたメールアドレス宛に当日
　のURL等に関するご連絡をいたします。
【会場でご参加される方へ】
■参加される際は必ずマスクの着用をお願いいたします。
■当日は入室前に受付にて、消毒用アルコールによる手指消毒及び検温をお願いいたします。
■また、検温の結果、37.5℃以上の発熱がある方、及び、体調不良の方については参加
　をお控えいただくことになります。予めご了承ください。
【WEBからご参加される方へ】
■当日、何らかの理由で通信が中断し復旧困難となった場合、やむを得ず本イベントを
　中止する可能性があります（目安として10分以上配信不能となった場合）。
■視聴者のPC環境・通信状況等の不具合について、当会では責任を負わず、Zoomの利
　用方法等についてのサポート対応等も行いかねますので、予めご了承ください。
■録画（スクリーンショットを含む）・録音や二次利用は固くお断り申しあげます。

（開場17:30）

202212.12月18：00～20：00

憲法改正問題に取り組む全国アクションプログラム

憲法市民講座

今そこにある危機
ウクライナ・台湾情勢と
憲法９条

－試練に立つ平和主義と私たちの選択－


